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自治会町内会に対する依頼業務の軽減及び行事出席等の負担軽減について（依頼）

　自治会町内会に対する依頼業務については、各区局事業本部において「自治会町内会に対する

依頼業務の取扱いについて（平成17年４月１目市協地第２６２号副市長依命通途）」により負担

軽減に努めていただいていることと思います。引き続き自治会町内会への依頼業務の削減に取り

組まれるようお願いしますとともに、行事等の参加依頼にあたってば、次の事項について特に留

意していただくようお願いします。

　また、関係団体（外郭団体等）へも各所首謀から周知をお願いします。

１　依頼事項

　①　自治会町内会（区連合町内会長、地区連合町内会長、自治会町内会長、他の役職者など）

　　　への行事・会議・研修への出席及び参加依頼については、必要鏝小限にとどめてください。

　②自治会町内会（区連合町内会長、地区連合町内会長、自治会町内会長、他の役職者など）

　　　への行事等の参加依頼にあたってば、必要に応じて案内状などに「祝金は辞退する」所司

　　　記するよう、徹底をお願いします。

２　添付資料

　①　岫冶金町内会に対する依頼業務の取扱いについて］（平成17年４月１目市協地第２６２

　　　号副市長依命通達）

　（2）贈指令町内会に対する依頼業務の軽減について」（平成18年５月計目市地所第５９号市

　　　民活力推進局長通知）
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